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「川崎市個人情報保護条例」の一部改正に向けた考え方（案）に 
対するパブリックコメントの実施結果について 

１ 経過 
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の改正法が平成２９年５月３０日
に施行されたことに伴い、本市における個人情報保護制度のあり方を検討した「川崎市個
人情報保護条例」の一部改正に向けた考え方（案）について、パブリックコメント手続の
実施により、市民の皆様から御意見をいただきましたので、御意見の内容及び御意見に対
する本市の考え方を次のとおり公表します。

２ 意見募集の概要 

題     名 「川崎市個人情報保護条例」の一部改正に向けた考え方（案）
意見募集の期間 平成３０年７月２７日（金）～平成３０年８月２７日（月）
意見の提出方法 電子メール、ＦＡＸ、郵送、持参

募集の周知方法
（１）市政だより８月１日号掲載、川崎市ホームページ掲載
（２）情報プラザ、公文書館、各区役所（市政資料コーナー）、行政情
報課情報公開担当にて資料閲覧

結果の公表方法
（１）川崎市ホームページ掲載
（２）情報プラザ、公文書館、各区役所（市政資料コーナー）、行政情
報課情報公開担当にて資料閲覧

３ 結果の概要 

意見提出数 ３通（５件）

内

訳

電子メール １通（２件）
ＦＡＸ ０通（０件）
郵 送 ０通（０件）
持 参 ２通（３件）

４ 意見の内容と対応 
（１）意見に対する対応区分 
Ａ：御意見の趣旨を踏まえ、条例（案）に反映させるもの
Ｂ：御意見の趣旨が条例（案）に沿った意見であるもの
Ｃ：今後の施策・事業を推進する中で参考とさせていただくもの
Ｄ：改正案に対する質問・要望の御意見に対し改正案の内容を説明・確認するもの
Ｅ：その他

（２）意見の件数と対応区分

項  目 件数
市の考え方（単位：件）
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

個人情報保護制度全般に関すること １ ０ １ ０ ０ ０
個人識別符号、要配慮個人情報に関すること ２ ０ ２ ０ ０ ０
非識別加工情報に関すること ２ ０ ０ ０ ２ ０

合  計 ５ ０ ３ ０ ２ ０

（３）各意見の内容 
パブリックコメント手続を実施した結果、適切な個人情報の保護に関する考え方への

賛成の意見のほか、非識別加工情報に関する仕組みへの御意見が寄せられましたが、改
正に向けた考え方を修正すべきとの御意見はありませんでした。

資料１ 
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ア 個人情報保護制度全般に関すること
No 意見内容 意見に対する市の考え方 区分

１

公的機関や民間を問わず、個人情
報の漏えいなどに関するニュース
を頻繁に目にする。適切に個人情報
を保護してもらわないと、市を信頼
することができなくなってしまう。

個人情報の保護については、個人
情報保護条例に基づいて適切に行
うことが重要だと考えております
ので、今後も着実に取組を進めてま
いります。

Ｂ

イ 個人識別符号、要配慮個人情報に関すること
No 意見内容 意見に対する市の考え方 区分

１

国の法改正に合わせて、個人識別
符号や要配慮個人情報について条
例改正を行って、適切な個人情報保
護に努めてもらいたい。

個人情報の保護については、個人
情報保護条例に基づいて適切に行
うことが重要だと考えております。
特に配慮を要する個人情報である
要配慮個人情報についても、今後も
適切に保護するための取組を着実
に進めてまいります。

Ｂ

２

要配慮個人情報の保有制限につ
いては、国にない試みではあるが、
個人情報の保護のためにも行って
もらいたい。

要配慮個人情報の取扱いについ
ては、保有制限に関する規定を設け
ることで、国よりも取扱いを厳格に
することとし、今後もより適切な個
人情報保護の取組を進めてまいり
ます。

Ｂ

ウ 非識別加工情報に関すること
No 意見内容 意見に対する市の考え方 区分

１

国が非識別加工情報の仕組みを
導入していたことを初めて知った。
民間企業に提供する際、本当に個人
が特定できないように加工されて
いるのか不安である。市民の個人情
報の保護を最優先にしてほしい。

非識別加工情報に関しての条例
改正は行いませんが、個人情報の保
護に支障を来さないことが大変重
要であると認識していますので、今
後、国等の動向を見ながら慎重に検
討いたします。

Ｄ

２

非識別加工情報の仕組みを、法律
で規定することを検討する新聞記
事を見た。いずれにしても、情報の
漏えい等がないように慎重に検討
してもらいたい。

Ｄ

（４）意見に対する市の考え方 
御意見については、今後の施策・事業の推進の参考とさせていただき、当初案のとお

り条例改正の手続を進めていきます。

５ 今後の予定 
平成３０年１１月 「川崎市個人情報保護条例」の一部を改正する条例議案の提案
平成３１年 ４月 同条例施行

６ 問合せ先
総務企画局情報管理部行政情報課情報公開担当
電 話 ０４４－２００－３６５６
ＦＡＸ ０４４－２００－３７５１
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２ 個人情報保護法等の改正の概要 

「 川 崎 市 個 人 情 報 保 護 条 例 」 の 一 部 改 正 に 向 け た 考 え 方 に つ い て 

～個人情報保護法等の改正に伴う川崎市における個人情報の保護～ 

１ 条例改正に至る経過等 

（１）平成２９年５月３０日に、「個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）」、

「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「行政機関個人情報保護法」とい

う。）」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「独立行政法人等

個人情報保護法」という。）」の改正法が施行されました。 

（２）個人情報保護法の規定に基づき国が定めている「個人情報の保護に関する基本方針」も改正

され、法改正に伴う地方公共団体の対応に関する基本的な考え方として、行政機関個人情報保

護法を参考としつつ条例の見直しを検討することが求められています。 

（３）行政機関個人情報保護法等の改正に伴い、川崎市においても個人情報の保護に関して必要な

措置を講じる必要があります。７月から８月にかけて実施をしましたパブリックコメントの結

果を踏まえて、次のとおり個人情報保護条例の一部改正に向けた考え方がまとまりました。

個人情報保護法、行政機関個人情報保護法及び独立行政法人等個人情報保護法（以下「個人情

報保護法等」という。）の改正により、個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報の取扱い及び

非識別加工情報の仕組みの導入に関する規定が整備されました。 

個人情報保護法等の改正の概要 

個人情報の保護に関する改正 個人情報の利活用に関する改正 

○「特定の個人が識別できないよう個人

情報を加工して得た個人に関する情報

であり、当該個人情報を復元できない

ようにしたもの」を「非識別加工情報」

と定義しました。 

○非識別加工情報の取扱いに関する規律

を整備しました。 
●作成に当たって加工基準に従うこと 

●個人を再識別するための照合行為を禁止す

ること等 

○非識別加工情報の仕組みを導入するこ

とによって、民間分野において非識別

加工情報の利活用を図っていくことと
しました。 

非識別加工情報の仕組みの導入 個人情報の定義の明確化 

○個人情報の定義を改正し、個人識別符

号が、その情報単体でも個人情報に該

当することが明確化されました。 
 ●身体の一部の特徴を電子計算機のために変

換した符号（例：ＤＮＡ、指紋、静脈） 

 ●サービス等で対象者ごとに割り振られる符

号（例：基礎年金番号、旅券番号） 

要配慮個人情報の取扱い 

○法律及び政令に定める、人種、信条等の

情報を「要配慮個人情報」と定義しまし

た。 
●要配慮個人情報：（人種、信条、社会的身分、

病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った

事実、病歴に準ずる情報、犯罪の経歴に準

ずる情報）

○個人情報ファイル簿に要配慮個人情報

の有無を記載することとしました。 

３ 本市における個人情報保護法等の改正への対応 

（１）個人情報保護法等の改正に対する検討の経過 

平成２８年１０月に、個人情報保護制度の運営に係る重要事項等を審議する「川崎市情報公

開運営審議会（以下「審議会」という。）」に「個人情報保護法等の改正に伴う個人情報保護制

度のあり方」を諮問し、平成３０年３月に答申を受けました。本答申等を踏まえ、個人情報保

護条例の一部改正を行いたいと考えています。 

（２）パブリックコメントの実施

審議会からの答申を踏まえて作成した「『個人情報保護条例』の一部改正の考え方（案）」に

ついて、パブリックコメントを実施し、合計で３通、５件の御意見をいただきました。 

（３）個人情報保護条例の一部改正に向けた考え方 

個人情報保護条例の一部改正にあたっては、行政機関個人情報保護法の改正の趣旨を踏ま

え、個人情報の定義の明確化及び要配慮個人情報の取扱いに関し、必要な規定を整備します。

審議会の答申の趣旨 

○行政機関個人情報保護法の改正の趣旨を踏まえ、川崎市における個人情報保護制度につ

いて必要な措置を講じるべきである。

○ただし、非識別加工情報の仕組みの導入については、国や他都市の動向を踏まえ、個人

情報の保護に支障を来すことがないよう慎重に検討すべきである。

要配慮個人情報の取扱いについて 

○行政機関個人情報保護法に準じ、個人情報保護条例に要配慮個人情報を定義します。

○個人情報ファイル目録等に、要配慮個人情報の保有の有無等を記載するよう様式を改正

します。

○現在、保有制限を行っている情報の範囲（思想、信条、宗教等）を、要配慮個人情報の

範囲に改めます。

○要配慮個人情報を新たに保有する場合で、保有することに法令の定めがない場合は、保

有に際しての適切な事前手続として、審議会の意見を聴くよう規定を改めます。

個人情報の定義の明確化について 

○「個人情報」の定義規定を改正し、「個人識別符号が含まれる」情報は個人情報に該当

するよう定義の明確化を図ります。

○個人識別符号として定めるべき符号は、行政機関個人情報保護法と同じ定義にすること

を基本とし、必要に応じて独自に追加します。

非識別加工情報の仕組みについて 

○審議会の答申やパブリックコメントの結果を踏まえて、今回は非識別加工情報の仕組み

に関する条例改正は行いません。 

資料２
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